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要 旨  
 介 護 虐 待 な ど の 社 会 問 題 は 年 々 深 刻 化 し て い る ． 家 族 介 護 者 が 健
康 に ⽣ 活 す る た め に ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム が 提 唱 さ れ て い る ． そ
の ⼀ 環 で 家 族 ⽀ 援 に 作 業 療 法 ⼠ が 専 ⾨ 的 視 点 で 関 わ る こ と が 重 要 に
な る と 筆 者 は 考 え て い る ． そ こ で 要 介 護 者 を 介 護 す る 家 族 の 作 業 適
応 状 態 を 評 価 す る 尺 度 開 発 を ⽬ 的 に ， 内 容 的 妥 当 性 を 検 証 し た ． 仮
尺 度 を 作 成 し ， デ ル フ ァ イ 法 を ⽤ い て 妥 当 性 の 確 保 を 図 っ た ． 本 研
究 で は ， 専 ⾨ 家 （ パ ネ リ ス ト ） の 合 意 が 基 準 を 超 え る ま で 繰 り 返 さ
れ る ⽅ 法 を 採 ⽤ し た ．基 準 は ，内 容 妥 当 性 ⽐ 0.75 以 上 と し た ．仮 尺
度 は 64 設 問 で 構 成 さ れ た ．3 回 施 ⾏ し た 結 果 ，1 回 ⽬ で は 50 設 問 ，
2 回 ⽬ で は ４ １ 設 問 に 削 除・修 正 さ れ ，3 回 ⽬ で 項 ⽬ の す べ て が 基 準
を 満 た し た た め 終 了 し た ． 本 尺 度 の 内 容 的 妥 当 性 が担保 さ れ た ．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
Social problems,  such  as  nursing  care  abuse,  are  increasing  year  
after  year.  Community-based  integrated  care  systems  have  been  
proposed  for  family  caregivers to  live  healthy.  As part  of  this,  it  is 
important for  occupational therap ists  to  be  involved  in  family 
support  from  a  professional perspective .  The  purpose  of  the  study  
is to  develop a  scale  to  evaluate  the  Occupational adaptation  for 
family  caregivers  who  care  for  the  care  recip ient .  The  content  
validity was verif ied.  A provisional scale  was created  and  the  validity  
was  ensured  using the  Delphi  method .  In  this study,  the  panelists  
agreed  to  repeat  until  the  standards  were  exceeded.  The  standard  
was a  content validity ratio  of  0.75 or higher.  The  provisional scale  
consisted  of  64 questions.  As a  result,  it was performed  3 times.  The  
1st  session  was deleted  and  revised  to  50 questions,  and  the  2nd  
session  was deleted  to  41 questions.  The  3rd  session  ended  with all  
items meet the  criteria.  It was judged  that  the  content  validity of  
this  scale  was  guaranteed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



はじめ に  
 厚⽣労働省は ，平 成 30 年 3 ⽉ に ，平 成 28 年 度「⾼齢者 虐 待 の防
⽌，⾼齢者 の養護 者 に対す る ⽀ 援等に 関 す る 法律」に 基づく対応 状
況等に 関 す る調査結 果 を公表し た 1 ) ． そ れ による と⾼齢者 の世話を
し て い る 家 族 ，親族 ，同居⼈等の養護 者 による 虐 待判断件数は
16,384 件あり ，前年 度より 408 件増加（ 2.6%）し た が ，年 度毎の推
移で は過去 10 年ほど横ばい が続い て い る と いう． 虐 待 の 発 ⽣ 要因
は「養護 者 (本 論 ⽂ の 家 族 介 護 者 と同義語 )である 虐 待 者 の 介 護疲れ・
介 護 ス トレス」が 1,241 件（ 27.4%）で最も多く，次い で「養護 者 の
障害・疾病」が 964 件（ 21.3%） と ， 上位２つで半数近くを占め て
い る ．養護 者⾃⾝の⼼⾝の疲弊が引き起こ す 介 護 虐 待 は ⼤きな 社 会
問 題 である が ，厚⽣労働省が各都道府県知事に 提⽰し た対応策の通
知内 容 は ， 介 護 の知識や技術の啓発やス トレスマネジメン ト 研 修 会
の 開催な ど が主であり 2 ) ，介 護 虐 待への⼗分な改善策と は⾔い難く，
こ の 問 題 の 要因は複雑である がゆえ に ，根本 的対策が全く施 さ れ て
い な い ．現状 の ま ま 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の実現に⾄れば，在宅介
護 を前提 と し た政策である た め ， 家 族 介 護 者 （ 要 介 護 者 を在宅で同
居し な がら介 護 し て い る 家 族 ） の 介 護負担は益々増⼤ す る こ と が推
測さ れ る ．  
 と ころで我々 は ， こ れ ま で 家 族 介 護 者 の 健 康 状 態 の 検 討 を ⾏ っ て
きた 3 ) ． そ の 中 で ，⾝体的 ・精神的側⾯に と ど まらず， 社 会 的 にも
不健 康 な 状 態 にある こ と を明らかに し た ． そ こ で 医 療従事者 は ， 家
族 介 護 者 の 健 康 状 態 にも配慮し な がら， 要 介 護 者 の ⽣ 活 を 構築す る
意識が必要 である と 考 えられ た ．と り わけ作 業 療 法 ⼠（ 以下；OTR）
は疾病 の有無にかかわらず，⼈ が個⼈ 的 に 意味のある ，仕事・遊び・
⽇常⽣ 活 活 動 と いう作 業 の 3 領域 に 健全で円滑に参加す る こ と ， す
な わち⼈ を 作 業 適 応 の 状 態 にあるように ⽀ 援 す る 専 ⾨職である 4 )  ．
し た が っ て 家 族 介 護 者 が ど のような 作 業 適 応 状 態 にあるかを把握し ，
作 業 適 応障害にある と判断さ れ る 状況で は ， 健 康被害からの脱却に
向けた ⽀ 援 が必要 に な る と 考 えられ ， そ れ を 評 価 できる 尺 度 が求め



られ る ．  
 こ れ ま で 家 族 介 護 者 を 評 価 す る 尺 度 は ，看護 ・ 社 会福祉領域 で積
極的 に 開 発 さ れ て い る ．特に⽶国で 1980 年代から介 護負担感
（Burden）や介 護 ス トレス （ Stress/Strain） を捉え る 尺 度 が 開 発 さ
れ て い る ．我が国で は 1990 年あた りから介 護負担感の 要因につい
て否定的 な側⾯を 評 価 す る 尺 度 が多く作られ た が ， 介 護 は悪い こ と
ばかり で は な い と いう肯定的側⾯を含んだ尺 度 が報告さ れ るように
な っ てきた 5 - 8 ) ．現在，我が国で最も⽤ いられ て い る の は ，Zarit 介
護負担尺 度 ⽇ 本語版（ 以下，J-ZBI）である ．作 業 療 法（ 以下；OT）
の領域 で は ，南ら 9 ) は在宅緩和 医 療 に携わ る 家 族 介 護 者 が従事す る
作 業 に 関 す る 質 問 紙 ，Ono1 0 ) は認知症⾼齢者 の 家 族 に対す る共作 業
⽀ 援 尺 度 を 作 成 し て い る ． いずれも家 族 介 護 者 を ⽀ 援 す る た め に 重
要 な 視 点 を 提供す るもの である が ， 作 業 適 応 状 態 を 包 括 的 に捉え る
もの で は な い ． 上述し たように ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム は ， そ れ が
実現し た際，在宅介 護⼒に委ねられ る た め ， 作 業 適 応 状 態 を 考慮し
た ⽀ 援 は 重 要 な役割を 果 た す ． 家 族 介 護 者 の 作 業 適 応 状 態 が 評 価 で
きれば，OTR を はじめ と す る 医 療 専 ⾨職による 健 康 に向けた ⽀ 援 の
⼀助に な る ． そ こ で 筆 者らは ， 家 族 介 護 者 が 作 業 適 応 状 態 にあるか
否かを明確 に す る た め の 尺 度 開 発 に着⼿し た ．  
 本 研 究 の ⽬ 的 は ，「家 族 介 護 者 の 作 業 適 応 質 問 紙」開 発への 第 1 段
階と し て ， 尺 度 の 内 容 的 妥 当 性 の 検 証 を ⾏うこ と である ．  
 
⽅ 法  
1． 仮 尺 度 の 作 成  

こ れ ま で先⾏ 研 究 に て ，家 族 介 護 者 が従事す る「介 護」と いう作 業
の 構 成概念を ⽣ 成 し た 1 1 ) ．そ の 構 成概念をもと に ，仮 尺 度 を 作 成 し
た ．  
2． 研 究 デザイ ン  
 尺 度 の 開 発 に は ，健 康 関連の患者報告アウトカム の測定を ⽬ 的 と し
た 質 問票・尺 度 の 作 成 の 質 に 関 す るチェックリ ス ト である COSMIN



チェックリ ス ト （COnsensus-based  Standards  for  the  se lection  of  
health status Measurement INstruments） に 準拠し て実施 し た 1 2 ) ． 
 本 研 究 で は ， 内 容 的 妥 当 性 を 検 証 す る た め にコンセンサス ・メソ
ッドのひとつである Delphi 法 を ⽤ い た ．内 容 的 妥 当 性 と は ，⽬ 的 と
す る概念を 評 価 す る の に必要 な 質 問 項 ⽬ が 尺 度 に含ま れ て い る こ と
を いう 1 3 ) ．Delphi 法 は ，専 ⾨ 家（ 以下；パ ネ リ ス ト ）から問 題 につ
い て書⾯で の判断を得る ⽅ 法 であり ， パ ネ リ ス ト は何回かに わ た っ
て個別に 質 問 さ れ ，ある程度 の 合 意 に達す る ま で 意⾒の 要約を ⾏う
⼿法 である ． ただし ，Delphi 法 に は普遍的 なガイドライ ン は なく，
多様な ⽅ 法 で ⾏ わ れ て い る た め ， 本 研 究 で は Delphi 法 の⼿順を明
確 に⽰し て い る Zamanzadeh の ⽅ 法 1 4 ) を 採 ⽤ し て実施 し た ．  
3．対象者 の 設定基 準 と募集⽅ 法  
 Delphi 法 で は Content experts（ 研 究経験者 と現場で働く専 ⾨ 家 ）
を パ ネ リ ス ト と し て 設定し た ．本 研 究 で は ，①OTR と し て 介 護 保険
領域 の 地 域 医 療現場に 3 年 以 上携わ っ た こ と がある こ と ，②医 療 ・
福祉・ 保 健領域 で の 修 ⼠ 号 以 上 の 学位を所有し て い る こ と ，③こ れ
ま で 尺 度 開 発 ま た は 質 的 研 究 の経験がある こ と の 3 つ全て を 満 た し
て い る 者 を パ ネ リ ス ト と し た ． Sakurai ら 1 5 ) による と ， 理 学 療 法 ⼠
や OTR の 専 ⾨ 性 に対す る臨床経験が 3 年 ⽬から臨床技能が有意 に
向上 し て い る こ と ， ま た経験年数のみで 専 ⾨ 家 と判断す る こ と は で
きな い た め ， 医 療 ・福祉・ 保 健領域 で の 学術的 研鑽を積んで い る こ
と ， そ し て Delphi 法 を 研 究⼿法 と し た た め 質 的 研 究や尺 度 開 発 の
経験がある こ と を条件付けと し た ．  
 募集⽅ 法 は ，作 業 療 法 関連の 研 究 論 ⽂ である「作 業 療 法」及び「作
業 ⾏ 動 研 究」の 中から，過去 5 年 に ， 尺 度 開 発 ま た は 質 的 研 究 であ
り ， 研 究対象が 地 域 医 療 であっ た 者 の 中から無作為に抽出し ， 筆頭
筆 者 が直接メー ル で 問 い 合 わせた ． 本 研 究 の ⽬ 的 と ⽅ 法 を伝え ，同
意 を得る こ と が できた 者 を対象者 と し た ．  
4．Delphi 法 の ⽅ 法  
 今回実施 す る調査の流れ は ， 本 尺 度 が 内 容 的 妥 当 性 を 検 証 す る こ



と にある た め ，全て の 設 問 で 内 容 妥 当 性 ⽐ （ 以下 Content Validity  
Ratio；CVR）が 0.75 以 上 を得る こ と が できる ま で 繰 り 返 し た ．CVR
と は ，Lawshe 1 6 ) によっ て 開 発 さ れ た ⽅ 法 で ，パ ネ リ ス ト に全質 問 項
⽬ の リ ス ト を渡し ，各設 問 が 適切か不適切か 6 段階で 評 点 し てもら
い ，以下の式で計算す る ．計算式は CVR=(Ne‒N／2)÷N／2 である ．
Ne は そ の 設 問 を 適切と 評 価 し た 者 の数で ，N は全評 価 者数を表す ．
‒１から１ の範囲の値を と り ，0 である こ と は半数の 評 価 者 が そ の 設
問 を 適切である と 評 価 し た こ と を 意味す る ．Lawshe は CVR の値を
評 価 者 が 8 ⼈ の場合 は 0.75 を 基 準 と し ，値が そ れ に 満 た な い場合
は ， そ の 設 問 は 採 ⽤ し な い と 提 唱 し て い る ． そ の た め ，全て の 設 問
が 0.75 を 超 え る ま で 繰 り 返 し ⾏うこ と と し た ．  

まず，先⾏ 研 究 にあた る 家 族 介 護 者 が従事す る「介 護」す る 作 業 の
構 成概念から仮 尺 度 を 作 成 し た ．同時に ， パ ネ リ ス ト のメー リ ング
リ ス ト を 作 成 し て調査⽤ 紙 を送信し た ． 仮 尺 度 が 家 族 ⽀ 援 を ⾏うた
め に ， 構 成概念を 適切に含んだ設 問 に な っ て い るかを「と ても同意
できる ・同意 できる ・やや同意 できる ・やや同意 できな い ・同意 で
きな い ・ と ても同意 できな い」の 6 段階で の 評定と⾃由記載欄を 設
け意⾒を聴取し た ． 6 段階のうち， 上位 3 つ（ と ても同意 できる ・
同意 できる ・やや同意 できる ） を 適切と 評 価 し た と判断し た ．全て
の 設 問 で CVR が 0.75 を 超 え た段階で 内 容 的 妥 当 性 が担保 さ れ た と
判断し 本 研 究 を 終 了 し た ．  
5．倫理 的配慮  
 本 研 究 は ， 平 成 30 年 度 平 成 医 療 短 期 ⼤ 学倫理審査委員会 の承認
（承認番号 第 H30-12 号 ） を得て実施 し た ．  
 
結 果 と 考察  
 本 研 究 の特性 上 ，Delphi 法 の各段階で の 結 果 の表記と 合 わせて 考
察を 論じる 構 成 と し て 以下に述べ る ． 本 研 究 の調査は 第 １ 回 ⽬ が
2018 年 7 ⽉ 28 ⽇から 8 ⽉ 8 ⽇ の 間 に ，第 2 回 ⽬ は 2018 年 9 ⽉ 19
⽇から 9 ⽉ 30 ⽇ の 間 に ， 第 3 回 ⽬ は 2018 年 10 ⽉ 24 ⽇から 11 ⽉



04 ⽇ の 間 に実施 さ れ た （ 図 1）．  
 仮 尺 度 は ，筆頭筆 者 が共同筆 者 と共同で 家 族 介 護 者 が従事す る「介
護」す る 作 業 の 構 成概念を元に 64 の 設 問 を 作 成 し た ．  
 パ ネ リ ス ト は 8 名（男性 6 名 ，⼥性 2 名 ）で ，平均年齢は 36.0±
3.63 歳，臨床経験は 8 年から 19 年（ 平均 12.6±4.03 年 ），在宅医 療
サー ビ ス経験年数は 3 年から 15 年 （ 平均 6.4±4.10 年 ） であっ た ．
全て の 者 が 保 健 ・ 医 療 ・福祉領域 で の 修 ⼠ 号 以 上 の 学位を所有し て
おり ， 質 的 研 究 の経験者 が 6 名 ， 尺 度 開 発 と 質 的 研 究 の経験者 が 2
名 であっ た ． そ の他の 関連資格と し て ， 介 護 ⽀ 援 専 ⾨員を 5 ⼈ が ，
福祉住環境コー ディネ ーター ２級を 2 ⼈ が所有し て い た (表 1)．  
 
1． １ 回 ⽬ の Delphi 法  
 64 設 問 のうち，修 正 な し が 18 設 問 ，⽂⾔の 要 修 正 が 25 設 問 ，同
じ内 容 を 繰 り 返 し聴い て い る と判断さ れ 合併し た 設 問 が 15 設 問 ，
家 族 介 護 者 の 健 康 に 関連し な い と判断さ れ 削 除 し た 設 問 が 6 設 問 で ，
合計 50 設 問 に な っ た ．修 正 な し の 設 問 は全て におい て CVR が最⼤
値の １ であっ た ．CVR が 0.25 以下の 設 問 はほとんど が 削 除 さ れ た
が ，代替案が⽰さ れ た 1 つの 設 問 は ⽂⾔の 修 正 を ⾏ い ，再度 意⾒を
求め る こ と と し た ．CVR が 0.5 であっ た 1 つの 設 問 は ，家 族 介 護 者
の 健 康 に有⽤ な 質 問 に 当 たらな い と す る 意⾒が複数⾒られ た た め 削
除 し た (表 2)．  
 仮 尺 度 の ⽂⾔が対象者 に⼗分な 理解が可能に な るよう修 正 し た ．
ま た ，問う内 容 が同質 の 設 問 を組み合 わせた 結 果 ，15 設 問 が７設 問
に な っ た ． １ 回 ⽬ が 終 了 し た段階で 64 設 問から 50 設 問 に な っ た ． 
 「2.  介 護 は仕事だと思っ て い る」「5. 介 護 に悩ま な いように し た
り ，⾃分を責め な いように し て い る」「 6.  介 護 をずっ と し て い ても
い い」「 23.  ⾃分らし い ⼈ ⽣ を ⽣きて い る」「 52.  ⼀緒に 介 護 し て い
る ⼈ は元気で安⼼し て い る」「 56. 社 会 の 介 護への 理解を感じて い る」
の 設 問 が 削 除 さ れ た ． パ ネ リ ス トから「上記内 容 につい て 問うこ と
の 意味が わからな い」「設 問 が 家 族 介 護 者 の 健 康 に 関連す る と思え な



い」と⾔っ た指摘があり ， 家 族 介 護 者 の 健 康 に影響を与え な い と判
断さ れ た 設 問 が初回 の 検 討 で 削 除 さ れ た と 考 えられ る ．  
 
2． ２ 回 ⽬ の Delphi 法  
 ２ 回 ⽬ の特徴は ，CVR が 1 を得て い ても，細かな ⽂⾔の 修 正 によ
り対象者 に誤解なく伝わ る た め の⾔い 回 し に し た 点 と ， 修 正 な し が
最も多くな っ た こ と である ． 2 設 問 は ，重複し て い る 意味合 い であ
り ， さらに⼗分な 理解を得る こ と が難し い であろうと いう判断から
削 除 し た ． いずれも CVR は 0.5 以下であっ た ． そ の 結 果 ， 50 設 問
のうち，修 正 な し が 19 設 問 ，⽂⾔の 要 修 正 が 16 設 問 ，削 除 が 2 設
問 ，同質 の 設 問 と判断さ れ 合併し た 設 問 が 13 設 問 で ，合計 41 設 問
に な っ た (表 3)．  
 １ 回 ⽬ と ⽐ べ て ， 修 正 な し の 設 問 が増え ， ⽂⾔の 修 正も理解を円
滑に す る た め の表現⽅ 法 に な っ た ．ま た ，「 16. 介 護 を し て い ても⾃
分の ⼈ ⽣ を歩め て い る」と「 32. 介 護 に とらわ れず，⾃分らし い ⽣
活 をおくれ て い る」や，「 20. ⾃分に と っ て ⼤事な 活 動 （趣味な ど ）
が できて い る」と「 30. 趣味活 動 を定期 的 に ⾏ な っ て い る」な ど の
合併により ，全体的 に同質 を 問う設 問 が減っ た と 考 えられ る ．  
 
3． 3 回 ⽬ の Delphi 法  
 41 設 問 で は ，全て の 項 ⽬ に 修 正 は なく，CVR が 0.75 を 超 え た ．
CVR が「 1」が 34 設 問 ，「 0.75」が 7 設 問 であっ た ．最終 的 に 41 設
問 が残る形と な り ， 本 研 究 で の Delphi 法 は 終 了 と な っ た (表 4)．  
 仮 尺 度から 3 度 に わ た り パ ネ リ ス ト による 設 問 の洗練を 図 り ，対
象者 に 適切な 理解を得る こ と が できる と判断さ れ る 設 問 が 作 成 さ れ
た と 考 えられ る ． 本 研 究 は Zamanzadeh の ⽅ 法 を 採 ⽤ し て い る が ，
先⾏ 研 究 1 4 ) でも 3 回 の 施 ⾏ で 内 容 的 妥 当 性 が 確 保 さ れ ており ，適 正
な範囲内 である と 考 えられ る ．  
 
 



4． 本 尺 度 が 作 業 療 法へ与え る貢献  
 医 療従事者（特に OTR）が対象者 を捉え る際，経験則の暗黙知で
解釈す る と ， 重 ⼤ な 問 題 を取り こぼす危険性 がある ． しかし ， 本 尺
度 を ⽤ い る こ と で対象者 を 作 業 的 視 点 で捉え る こ と を可能に し ， 重
要 な 問 題 に気付きやすくな る ．  
 介 護 の様々 な 問 題 は ， 家 族 介 護 者 の⼼⾝の疲弊や疾病 な ど により
介 護負担が限界を 超 え て起こ る が ， 問 題 の複雑さから，⼗分な対策
が 施 さ れ て い な い ． 本 尺 度 は ， 家 族 介 護 者 の 作 業 適 応 状 態 を捉え る
た め ， 作 業 適 応 に向けて必要 な ⽀ 援 を可能に し ， 家 族 介 護 者 の 健 康
に寄与できるもの である と思わ れ る ． そ の た め ， 本 研 究 で ⾏ な っ た
内 容 的 妥 当 性 が極め て 重 要 に な る ． 内 容 的 妥 当 性 が 確 保 さ れ た こ と
により ， 家 族 介 護 者 の 作 業 適 応 を 評 価 す る た め に必要 な 問 い が得ら
れ た こ と を 意味す る と 考 えられ る ．以 上 の こ とから，本 尺 度 は OTR
に 家 族 介 護 者 の 作 業 適 応への ⽀ 援 を ⾏う視 点 を 提供す る と思わ れ る ． 
 
5． 本 尺 度 の今後の展開  
 本 研 究 で は ，「家 族 介 護 者 の 作 業 適 応 質 問 紙」の 開 発 と し て 内 容 的
妥 当 性 の 検 証 を ⾏ い ，41 設 問 による 尺 度 が 作 成 さ れ た ．今後は 基 準
関連妥 当 性や構 成概念妥 当 性 と い っ た他の 妥 当 性 の 検 証や， 内部⼀
貫性 と い っ た信頼性 の 検 証 を ⾏ い ， 本 尺 度 が根拠を持ち得たもの と
な るよう検 証 を ⾏ っ て いきた い ．  
 
研 究 の限界  
 本 研 究 で は ， 内 容 的 妥 当 性 の 検 証 を ⾏ っ た が ， ⽅ 法 論 と し て
Delphi 法 を 採 ⽤ し た ．Delphi 法 はコンセンサス ・メソッドである
が ，⼀ ⽅ ，統⼀ し たガイドライ ン は存在し な い な ど の 問 題 点もある ．
そ の た め ，今回 は パ ネ リ ス ト を ⼀定の 基 準 を 超 え た 者 と す る こ と で
妥 当 性 を 確 保 し た ． 本 研 究 で は COSMIN チェックリ ス ト の 内 容 的
妥 当 性 のみの 確 保 である た め ，今後は他の信頼性 と 妥 当 性 を 検 証 し
て いく必要 がある ．  
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 本研究の流れは全体を通して 3 回に渡り実施した．その時間軸の流れに沿って，実施状況を⽰す． 

図１ Delphi 法の流れ 
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CVR  9

1 5 e 5 0.5 75.0 D

2 5 0.5 75.0 5 D

3 e e 5 1 100.0 e e 5 D

4 5 e 5 0.75 87.5 5 e 5 D

5 5 6 2 e 5 6 5 0.25 62.5 D

6 e 5 55 0.25 62.5 D

7 5 e e 5 0.75 87.5 5 e e 5 D

8 e 5 0.75 87.5 D

9 e e 5 1 100.0

10 D 5 0.75 87.5

11 4 0.5 75.0 D 4 D

12 e D 4 0.5 75.0 D

13 e 5 0.75 87.5 D

14 3 5 1 100.0 5 % D

15 5 1 100.0

16 5 5 1 100.0 5 D

17 5 0.75 87.5 5 5 D

18 9 e 1 100.0

19 5 4 1 100.0

20 9 5 0.75 87.5 9 5 D

21 5 0.75 87.5

22 e 5 e 5 0.75 87.5

23 5 e 5 -0.25 37.5 D

24 0.5 75.0 D

25 D 0.5 75.0 D 6 D

26 2 l
5

1 100.0

27 5 1 100.0

28 5 1 100.0

29 4 1 100.0 4 D

30 e 5 0.5 75.0 e 5 D

31 5 0.5 75.0 5 D

32 5 5 0.5 75.0 e 5 e 5 5 D

33 5 5 1 100.0

34 4 4 5 1 100.0

35 4 1 100.0

36 5 5 0.75 87.5

37 5 1 100.0

38 4 0.5 75.0 % D

39 5 0.75 87.5 e 5 %) D

40 2 l 5 1 100.0 8 l 5 D

41 5 5 0.75 87.5 5 e 5 D

42 5 5 1 100.0 5 5 D

43 e 5 6 5 1 100.0

44 4 0.75 87.5 4 D

45 e 5 0.5 75.0 e 5 D

46 e 5 0.5 75.0 e 5 D

47 5 0.75 87.5 5 D

48 9 5 1 100.0

49 D 4 0.5 75.0 D

50 5 1 100.0 e 5 D

51 5 4 0.75 87.5 5 e 5 4
D

52 5 5 0.25 62.5 D

53 5 5 0.5 75.0 5 5 D

54 e 5 2 e 5 5 0.75 87.5 e 5 e 5 5 D1

55 9 e 1 100.0

56 e 5 0.25 62.5 D

57 e 5 1 100.0 e 5 D

58 9 4 1 100.0 9 4 D

59 pl 5 1 100.0 pl 5 ( D

60 pl e 5 0.25 62.5 ple 5 9 5 D

61 pl D r h 4 0.5 75.0 ( D

62 pl 5 0.75 87.5 pl 5 ( D

63 e D 5 0.75 87.5 i 4 D

64 5 0.5 75.0 D



 

CVR  8 %

1 9 1.00 100.0 9

2 1.00 100.0

3 0.75 87.5 9

4 0.75 87.5

5 0.75 87.5

6 p 9 1.00 100.0

7 3 0.75 87.5 3

8 0.50 75.0

9 0.00 50.0

10 9 6 0.75 87.5

11 9 9 0.75 87.5 9 9

12 8 1.00 100.0

13 9 3 0.75 87.5 8 9 3

14 8 0.75 87.5

15 9 1.00 100.0 9

16 1.00 100.0 D %

17 9 6 5 1.00 100.0

18 2 i 9 1.00 100.0 2 i 9

%%

19 9 0.75 87.5 D %

20 9 0.75 87.5 D

21 3 1.00 100.0 D % %)

22 0.50 75.0

23 0.50 75.0

24 0.75 87.5 8

25 0.50 75.0 %

26 93 3 0.75 87.5 93 3

27 93 0.25 62.5 %

28 9 0.75 87.5 D %

29 0.50 75.0 %

30 0.50 75.0 %

31 9 7 i 9 0.75 87.5 9 7 3

32 0.75 87.5 (

33 9 1.00 100.0

34 6 5 1.00 100.0

35 93 1.00 100.0 9 93

36 6 1.00 100.0

37 1.00 100.0

38 1.00 100.0

39 8 9 1.00 100.0

40 0.75 87.5 9 ep

41
3

0.50 75.0

42 6 6 0.75 87.5

43 9 1.00 100.0

44 8 6 0.50 75.0 8 6

45 0.75 87.5

46 8 93 0.50 75.0 8 93

47 ep 1.00 100.0

48 ep 8 0.75 87.5 9 ep 8

49 ep 1.00 100.0

50 h lp 3 1.00 100.0

% 01



 

設問 CVR 同意率(%)

1 介護を通して充実感を得ることができている 1.00 100.0

2 より良い介護への努力をしている． 1.00 100.0

3 思いやりを持った介護ができている 0.75 90.0

4 要介護者への感謝の気持ちをもって介護している． 0.75 90.0

5 要介護者を中心とした生活にはなっていない 0.75 90.0

6 要介護者ー家族介護者の関係が介護する前と比べて変わらない． 1.00 100.0

7 介護することは家族との大切な時間である 1.00 100.0

8 要介護者に不満（怒ったり，イライラすること）はない 1.00 100.0

9 将来的に要介護者の介護量が増える不安感はない． 1.00 100.0

10 要介護者の人柄が変わったが，戸惑いはない 1.00 100.0

11 要介護者からの感謝の気持ちを感じる． 1.00 100.0

12 要介護者からの介護へのねぎらいがなくても平気である 1.00 100.0

13 これから先の自分の将来の生活に不安はない． 1.00 100.0

14 介護によって自分の人生が孤独になることはない 1.00 100.0

15 介護をしていても自分の人生を歩めている． 1.00 100.0

16 介護することが当たり前と思えるようになった． 0.75 90.0

17 介護とそれ以外の自分の生活（仕事や遊び、食事など）でバランスが取れている 1.00 100.0

18 無理なく介護ができている． 1.00 100.0

19 自分にとって大事な活動（趣味など）ができている． 1.00 100.0

20 自分は健康（身体的・精神的・経済的）である． 1.00 100.0

21 介護をし始めてから，自分は病気をしていない 1.00 100.0

22 今現在，元気があり活力にあふれている 0.75 90.0

23 満足のいく睡眠がとれている． 1.00 100.0

24 気分転換ができており，心と体の状態は良好である 0.75 90.0

25 楽しいと感じる活動への意欲が維持できている． 1.00 100.0

26 介護を一人で抱え込まないようにしている． 1.00 100.0

27 心や体が休まる環境がある 1.00 100.0

28 社会的役割（有給・無給関係なく）を充実して行えている． 1.00 100.0

29 社会の一員として存在価値を自覚している． 1.00 100.0

30 近隣住民と交流している． 1.00 100.0

31 家から出ることが多い． 1.00 100.0

32 要介護者が施設サービスを利用することも選択肢の一つに入れている 1.00 100.0

33 離れた場所にいる家族とも心で支え合えている． 0.75 90.0

34 似た介護経験をしていて，話を聞いてくれる人がいる． 1.00 100.0

35 似た介護の経験者から有益な情報をもらえる 1.00 100.0

36 介護に無縁の人に羨ましさを感じない． 1.00 100.0

37 地域住民の人からの配慮がある 1.00 100.0

38 介護・福祉サービスに期待している． 1.00 100.0

39 要介護者が介護・福祉サービスを利用することで身体的・精神的に助かっている 1.00 100.0

40 介護・福祉サービスの利用内容は納得している． 1.00 100.0

41 ケアマネジャーや利用施設の相談員と良好な関係である． 1.00 100.0

表4　家族介護者の作業適応質問紙　３回目Delphi法結果一覧


